
住民避難訓練実施要領 

 
１ 目  的 
  バス及びＪＲ・船舶といった多様な避難手段による住民避難訓練を実施すること

により、平成２５年３月に策定した「鳥取県広域住民避難計画」を検証し、実効性
を確保するとともに、今後作成する細部実施要領の作成に資することを目的とする。 

 

２ 実施日時 
   平成２５年１１月１０日（日） ８：0０～１3：００ 
 
３ 参加予定機関 
  鳥取県、鳥取県警察本部、米子市、境港市、海上自衛隊舞鶴地方総監部、境海上

保安部、西日本旅客鉄道（株）米子支社 他 
 
４ 実施場所 
   一時集結所：別記内訳のとおり 

スクリーニング・原子力防災研修会場：鳥取県消防学校（米子市流通町 1350） 
 

５ 訓練内容  
（１）多様な避難手段による住民避難 

米子市及び境港市による避難開始を伝達する住民避難広報・情報伝達訓練に合わせ
て、住民に一時集結所へ集合してもらい、安定ヨウ素剤の服用訓練後、バス等によ
る避難を実施する。 

 
①バスによる住民避難 

バス：米子市４台、境港市 7 台 
参加住民：米子市１２１名（河崎地区） 

境港市１０２名（渡・余子・誠道・中浜・境・上道地区、船舶に 
よる避難訓練を兼ねる） 

 
②JR による住民避難訓練 

ＪＲ境線：普通列車２両（キハ４７系、臨時列車、境港駅～米子駅まで運行） 
      避難住民乗車駅…境港駅、上道駅、余子駅、河崎口駅 
 
参加住民：米子市 ３３名 (河崎地区 ３３名…乗車駅：河崎口駅） 

境港市 ４２名 (外江地区 １６名…乗車駅：境港駅、 
         外江地区の市民体育館集結者 

                   ４名…乗車駅：上道駅、 
渡地区  ２２名…乗車駅：余子駅） 

    米子駅到着後、バスによりスクリーニング会場へ移動。 
     ※ＪＲが住民避難に使用できる条件がすべて整っているとの想定で実施。 
 

③船舶による住民避難訓練 
海上自衛隊：多用途支援艦「ひうち」・海上保安庁：巡視船「きそ」 
境港竹内岸壁に着岸 
参加住民：境港市１０２名（渡・余子・誠道・中浜・境・上道地区、バスに 

よる避難訓練を兼ねる） 
    終了後、バスによりスクリーニング会場へ移動。 
    ※船舶が住民避難に使用できる条件がすべて整っているとの想定で実施。 
      今回は、海上自衛隊及び海上保安庁の協力により船舶による避難を実施。 

あわせて海上自衛隊艦船については、災害派遣されたとの想定による避難 
訓練を行う。 



（2）住民への広報・情報伝達 
米子市（8:30）・境港市(8:00)による住民への広報・情報伝達を実施する。 

〔広報手段：防災行政無線等〕 
 

（3）安定ヨウ素剤服用訓練 （※緊急被ばく医療活動訓練） 
各一時集結所等において、安定ヨウ素剤の服用訓練を実施する。 

 
（4）住民避難に引き続き、スクリーニング会場における受付、スクリーニング検査・ 

簡易除染・原子力防災研修等を実施する。 
 
（5）外国人及び聴覚障がい者等の避難訓練 （※災害時要援護者避難訓練） 

米子市河崎地区住民とともにバスによる避難訓練を行う。 
 

〔内 訳〕 
境港市 

地 区 一時集結所 避難手段 人 数 

渡 渡公民館 JR（余子駅） ２２人 

竜ケ山公園 バス・船舶  ２人 

外 江 外江公民館 JR（境港駅） １６人 

市民体育館 JR（上道駅）  ４人 

境 境公民館 
バス・船舶 ２０人 

第一中学校 

上 道 市民会館 

バス・船舶 ２０人 上道公民館 

第一中学校 

余 子 境高等学校 

バス・船舶 ２０人 

余子小学校 

余子公民館 

誠道小学校 

境港総合技術高等学校 

誠 道 誠道小学校 
バス・船舶 ２０人 

誠道公民館 

中 浜 幸神体育館 

バス・船舶 ２０人 
竜ケ山公園 

中浜小学校 

中浜公民館 

計   １４４人 

 
米子市 

地 区 一時集結所 避難手段 人 数 

河 崎 河崎公民館 バス ５９人※ 

河崎小学校 バス ６２人 

JR（河崎口駅） ３３人 

計   １５４人 

     ※外国人及び聴覚障がい者等の避難訓練参加者を含む。 



災害時要援護者避難訓練実施要領 

 

１ 目  的 

  原子力災害における災害時要援護者の避難訓練を実施し、避難要領の検証を図る。 

 

２ 実施日時 

  平成２５年１１月１０日（日） ８：００～１３：００ 

 

３ 参加予定機関 

  ・鳥取県 等 

[病 院] 

・済生会境港総合病院、航空自衛隊第３輸送航空隊、鳥取県西部広域行政管理組合消 

防局、鳥取県東部広域行政管理組合消防局、鳥取空港管理事務所 

[在宅要援護者] 

・米子市、米子市河崎地区自治連合会  

・境港市、境港市誠道地区及び中浜地区自治連合会  

・陸上自衛隊第８普通科連隊 

[社会福祉施設（入所者）]  

・社会福祉法人・医療法人真誠会グループ 

・陸上自衛隊第８普通科連隊  

[外国人]  

・米子市、公益財団法人鳥取県国際交流財団 

  [聴覚障がい者] 

   ・米子市、鳥取県西部圏域聴覚障害者災害対策連絡会 

 

４ 訓練場所 

  [病 院] 

  ・済生会境港総合病院（避難元）、航空自衛隊美保基地、鳥取空港 

[在宅要援護者] 

・一時集結所 米子市（河崎小学校）、境港市（誠道公民館・中浜小学校） 

・スクリーニング会場（鳥取県消防学校） 

[社会福祉施設（入所者）] 

・社会福祉法人・医療法人真誠会グループ 

   ・陸上自衛隊米子駐屯地 

・スクリーニング会場（鳥取県消防学校） 

[外国人]、[聴覚障がい者]  

・一時集結所 米子市（河崎公民館）  

・スクリーニング会場（鳥取県消防学校） 

 

 

 

 

 



５ 訓練内容 

(１) 病 院 

島根原子力発電所での発災において、境港市が避難対象範囲に決定され、同市内に

所在する病院の入院患者に対して避難指示が発出された。 

済生会境港総合病院の入院患者について、鳥取県東部の病院への入院患者避難の受

け入れ調整が完了したことから、その容態悪化を避けるため、航空自衛隊他の協力を

得て、同美保基地から県東部の避難先に近い鳥取空港へ輸送する。 

・境港市からの避難指示発出を受け、同市内済生会境港総合病院の入院患者(模擬１ 

名)を同病院から美保基地へ救急車で搬送する。 

・同基地からは航空自衛隊のＣ－１型輸送機で、鳥取空港まで輸送する。 

・患者の避難に当たっては、病院スタッフ(看護師２名)が同乗し、避難を支援する。 
・鳥取空港から、救急車により鳥取県東部地区の避難先病院まで搬送する。 

(空港敷地外までの模擬搬送とする) 
 

 (２) 在宅要援護者 

米子市 

河崎地区において要援護者２名の避難訓練を実施する。 

①８時３０分  米子市災害対策本部からの防災行政無線により避難指示の発出。 

②８時３０分～要援護者が河崎小学校（一時集結所）へ避難。 

（方法）リヤカーを利用し、家族等の支援者の介助を受けながら 

避難を行う。１名は、高齢者疑似体験セットを装着する。 

③９時００分  河崎小学校からスクリーニング会場に避難開始（陸上自衛隊車両 

利用）。 

④９時３０分 スクリーニング会場（鳥取県消防学校）に到着。 

⑤９時３５分 一般避難者に優先したスクリーニングを実施（要援護者２名、 

支援者２名）。 

 

境港市   

誠道地区及び中浜地区において要援護者各１名の避難訓練を実施する。 

①８時００分 境港市災害対策本部からの防災行政無線により避難指示の発出。 

②８時２０分 要援護者が誠道公民館・中浜小学校（一時集結所）へ避難。 

（方法）家族等の支援者の介助を受けながら避難を行う。２名とも 

高齢者疑似体験セットを装着する。 

③８時２５分 誠道公民館から中浜小学校（一時集結所）へ避難（陸上自衛隊車 

両利用）。 

④８時３５分 中浜小学校から航空自衛隊美保基地へ避難（陸上自衛隊車両利 

用）。 

⑤８時４０分 航空自衛隊美保基地到着後、航空機を利用した搭乗訓練を実施。 

⑥９時００分 搭乗訓練終了後、スクリーニング会場に避難開始（陸上自衛隊車 

両利用）。 

⑦９時４０分 スクリーニング会場（鳥取県消防学校）に到着。 

⑧９時４５分 一般避難者に優先したスクリーニングを実施（要援護者２名、支 

援者２名）。 

 



（３）社会福祉施設（入所者） 

社会福祉法人・医療法人真誠会グループにて、高齢者施設（入所者）の避難訓練を 

実施する。 

①８時００分 訓練開始〔想定：７時 45 分に米子市災害対策本部から避難指示 

が発出。〕  

                〔内容〕施設内の空間線量測定、施設内の避難指示の情報共有、 

入所者の家族への通信訓練、施設内職員による非常持出 

品（着替え、常備薬等）の確認、積込訓練等。 

②８時５０分 入所者（想定）、高齢者疑似体験セットを装着した施設職員が居 

室から福祉車両・陸上自衛隊車両、福祉車両への乗車開始。 

③８時５０分 乗車完了後、陸上自衛隊米子駐屯地まで避難。 

④９時３０分 高齢者疑似体験セットを装着した施設職員等３名は、陸上自衛隊 

UH-1 機によりスクリーニング会場（鳥取県消防学校）に避難開 

始。 

⑤９時３５分 スクリーニング会場（鳥取県消防学校）に到着。 

⑥９時４０分 一般避難者に優先したスクリーニングを実施（要援護者２名、支 

援者１名）。 

⑦１０時１０分スクリーニング終了後、原子力防災研修を受講。 

 

（４）外国人 

外国人の避難については、住民と同様に避難するが、災害情報の多言語化による情 

報提供体制を検証するため、公益財団法人鳥取県国際交流財団から通訳スタッフの派 

遣を行い、外国人の避難訓練を実施する。 

 
＊参加者：外国人１０名（７ヶ国）、通訳・スタッフ４名 

鳥取県国際交流財団から通訳を一時集結所に派遣し、米子市河崎地区住民とと 
もにバスによる避難訓練を行う。 

（行動スケジュールは米子市の住民避難訓練と同一） 
 

（５）聴覚障がい者  

聴覚障がい者の避難については、住民と同様に避難するが、原子力災害における聴

覚障がい者の支援者（家族、地域住民、手話通訳者等）による避難誘導等の実動訓練

を実施する。 

 
＊参加者：河崎地区在住聴覚障がい者 １名 

地域支援者（家族、地域住民等）の介助を受けながら一時集結所に徒歩で集 
合し、河崎地区住民とともにバスによる避難訓練を行う。 

（行動スケジュールは米子市の住民避難訓練と同一） 



 

 



 

 
 
 


